
 

 

 

 

 

 

浜田キャンパス新学部設置届の受理について 

 

令和３年４月に開設する浜田キャンパス新学部(国際関係学部、地域政策学

部)について、文部科学省に設置届出書を提出していましたが、このたび、正式

に受理されましたので、お知らせします。 

 

◆文部科学省ホームページ

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/1418456_00002.htm 

【令和 3 年度開設予定の大学の学部等の設置届出について（令和 2年 4月分）】 

 

 

【参考】 

次ページ：文部科学省の手続きについての経過等 

 

  

令和２年７月１日 

公立大学法人島根県立大学 

新学部学科設置等準備室 山口 

電話 0855-25-5924 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/1418456_00002.htm


【参考】文部科学省の手続きについての経過等 

 

１．文部科学省への手続きの経過 

〇令和元年 10月 21日  文部科学省への事前相談書類提出 

  ・設置の趣旨、カリキュラムや教員組織等の計画（骨子）を提出し、学部設置に係る手

続きが「設置認可申請」か「届出設置」か（注１）判断を仰ぐ。 

 

〇令和元年 12月 25日  文部科学省から事前相談結果の通知 

   ・国際関係学部、地域政策学部のいずれも「届出設置可」、「附帯事項（遵守事項、助言

事項）なし」。 

 

〇令和２年４月 27日  文部科学省に設置届出書を提出 

  ・届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しない場合は、

届出後 60日以内に措置命令が行われる可能性あり。 

 

〇令和２年６月 30日  設置届受理について文部科学省ホームページ掲載 

 

注１）学校教育法第４条第２項の規定により、学部の設置であり、授与する学位の種類及

び分野の変更を伴わないものは、届出により設置することが可能。 

    事前相談においては、授与する学位の種類及び分野の変更の有無が提出書類により

確認される他、養成する人材像、教育課程、学部学科等の名称、教員組織等の構想に

ついて意見が付される場合がある。 

 

２．島根県立大学の他の学部の設置手続き   

平成 24年４月 看 護 学 部（出雲キャンパス）開設 設置認可申請 

平成 30年４月 人間文化学部（松江キャンパス）開設 設置認可申請 

看護栄養学部（出雲キャンパス）開設 学部の名称変更届 

学則変更届（学科設置） 

令和３年４月 国際関係学部（浜田キャンパス）開設予定 届出設置 

地域政策学部（浜田キャンパス）開設予定 届出設置 

        


